
 

   東京大学大学院総合文化研究科組織規則 

 

平成１６年４月１日 

役員会議決 

東大規則第５４号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京大学基本組織規則（以下「基本組織規則」という。）に定めのあるもののほ

か、東京大学大学院総合文化研究科（以下「研究科」という。）の組織に関し必要な事項について定

める。 

 （専攻及び系） 

第２条 研究科に、次に掲げる専攻を置く。 

   言語情報科学専攻（博士後期課程、修士課程）超域文化科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

   地域文化研究専攻（博士後期課程、修士課程）国際社会科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

   広域科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

２ 広域科学専攻に、次の系を置く。 

   生命環境科学系、相関基礎科学系、広域システム科学系 

３ 専攻及び系に、別表に定める講座を置く。 

 （教育研究に関する協力） 

第３条 研究科の教育研究は、人文社会系研究科、理学系研究科、東洋文化研究所、社会科学研究所、

先端科学技術研究センター及び情報基盤センター等の協力を受けて実施する。 

 （教授会） 

第４条 研究科に、研究科教授会（以下「教授会」という。）を置く。 

２ 教授会は、研究科の教育研究に関する重要事項について審議し議決するほか、基本組織規則又は

その他の規則によりその権限に属する事項を行う。ただし、特に次条の研究科教育会議の所管に属

させられた事項を除く。 

３ 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （教育会議） 

第５条 研究科に、基本組織規則第３０条第２項各号及び第３項に掲げる事項について審議し議決す

る機関として研究科教育会議（以下「教育会議」という。）を置く。 

２ 教育会議の組織に関し必要な事項は、別に定める。 

 （研究科長） 

第６条 研究科に、研究科長を置く。 

２ 研究科長は、研究科に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。 

３ 研究科長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 研究科長に関しその他必要な事項は、別に定める。 

 （副研究科長） 

第７条 研究科に、副研究科長若干名を置く。副研究科長は、研究科長の職務を助ける。 

２ 副研究科長は、教授会の議を経て、研究科長が委嘱する。 

３ 副研究科長に関しその他必要な事項は、別に定める。 

 （専攻長及び系長） 

第８条 専攻及び系に、専攻長及び系長を置く。 

２ 専攻長及び系長は、専攻及び系に関する校務をつかさどる。 

３ 専攻長及び系長は、教授会の議を経て、研究科長が委嘱する。 

４ 専攻長及び系長に関しその他必要な事項は、別に定める。 

 （運営諮問会議） 

第９条 研究科に、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部運営諮問会議（以下「運営諮問会議」

いう。）を置く。 



 

２ 運営諮問会議は、研究科長の諮問に応じて審議し、必要に応じて研究科長に対して助言又は勧告

を行う。 

３ 運営諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。 

 （総務委員会） 

第１０条 研究科に、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部総務委員会（以下「総務委員会」と

いう。）を置く。 

２ 総務委員会は、教授会の議題及び研究科の教育研究に関する重要事項について審議する。 

３ 総務委員会の委員長は、研究科長をもって充てる。 

４ 総務委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （専攻長・系長会議） 

第１１条 研究科に、専攻長・系長会議を置く。 

２ 専攻長・系長会議は、研究科の教育研究に関する重要事項について審議する。 

３ 専攻長・系長会議に関し必要な事項は、当該専攻長・系長会議において定める。 

 （研究科専攻会議・系会議） 

第１２条 研究科に、専攻会議及び系会議を置く。 

２ 専攻会議及び系会議は、各専攻・系の教育研究に関する重要事項について審議する。 

３ 専攻会議及び系会議に関し必要な事項は、当該専攻会議・系会議において定める。 

 （部局図書館） 

第１３条 研究科に、次の部局図書館を置く。 

   総合文化研究科図書館、総合文化研究科自然科学図書室、総合文化研究科附属グローバル地域

研究機構アメリカ太平洋地域研究センター図書室 

２ 前項の部局図書館に関し必要な事項は、別に定める。 

第１４条  削除 

 （附属施設等） 

第１５条 研究科に、基本組織規則第４４条の規定に基づき、教育又は研究のための附属施設として、

グローバル地域研究機構、国際環境学教育機構、国際日本研究教育機構、教養教育高度化機構、先

進科学研究機構及び駒場アカデミック・ライティング・センターを置く。 

２ 前項の附属施設の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 研究科に、第１項に定めるもののほか、必要に応じて、附属施設等を置くことができる。 

４ 前項の附属施設等に関し必要な事項は、別に定める。 

 （委員会） 

第１６条 研究科長は、必要と認める委員会を置くことができる。 

２ 委員会の設置及び任務その他必要な事項は、別に定める。 

 （事務部） 

第１７条 研究科の事務は、別に定めるところにより、基本組織規則第４５条第３項に規定する事務

組織によって処理するものとする。 

 （細則への委任） 

第１８条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

  この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成１６年４月２８日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成１７年１０月５日から施行する。 

 



 

   附 則 

  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成１８年９月２６日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２１年１月２２日から施行し、この規則による改正後の別表第２の規定は、平

成２１年１月１日から適用する。 

   附 則 

  この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２６年２月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表 専攻、系及び講座（第２条関係） 

  言語情報科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

     基幹講座 言語科学基礎理論、言語情報解析、国際コミュニケーション、言語態分析、 

          言語習得論、日韓言語エコロジー研究 

  超域文化科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

     基幹講座 文化ダイナミクス、表象文化論、文化人類学、文化コンプレクシティ、 

          比較文学比較文化 

     協力講座 比較民族誌 

  地域文化研究専攻（博士後期課程、修士課程） 

     基幹講座 多元世界解析、ヨーロッパ・ロシア地域文化、地中海・イスラム地域文化、 

          北米・中南米地域文化、アジア・環太平洋地域文化 

     協力講座 環インド洋地域文化、アメリカ太平洋地域文化 

  国際社会科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

     基幹講座 国際協力論、国際関係論、公共政策論、相関社会科学 

     協力講座 比較現代政治 

  広域科学専攻（博士後期課程、修士課程） 

    生命環境科学系 

     基幹講座 環境応答論、生命情報学、生命機能論、運動適応科学、認知行動科学 

    相関基礎科学系 

     基幹講座 科学技術基礎論、自然構造解析学、複雑系解析学、機能解析学、 

          物質計測学、物質設計学 

    広域システム科学系 

     基幹講座 基礎システム学、情報システム学、自然体系学、複合系計画学 

     協力講座 情報メディア学 



 

  専攻共通（博士後期課程、修士課程） 

     専攻横断講座 国際研究先端大講座 


